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序     文 

スリランカ民主社会主義共和国コロンボ市北東部コロンナーワに位置するミートタムッラごみ処

分場において、2017 年 4 月 14 日（金）14 時 30 分頃、ごみ山崩壊災害が発生し、死者 32 名、被災者

約 1,782 名、住宅損壊多数という被害が生じました。 

 

スリランカ政府からの支援要請を受け、日本政府は被災者の支援のために迅速に緊急支援物資の供

与を行い、併せて技術的な助言を目的に国際緊急援助隊（JDR）専門家チームの派遣を決定しました。

専門家チームは、4 月 20 日から 4 月 25 日までの期間にわたって崩落発生現場での原因調査とスリラ

ンカ政府関係機関との協議を行い、短期、中長期の両面から二次災害防止のための助言を行いました。 

 

専門家チームからは、これらの助言に加え、3R を中心としたわが国のごみ削減の経験を共有し、

今回の災害を一つの機会としてとらえ、長期的な廃棄物管理に取り組むことの重要性を伝えました。

また、専門家チームは、シリセーナ大統領とウィクラマシンハ首相に直接お目にかかって報告を行い

ました。 

 

最後に、被災されたスリランカの皆様の一日も早い復旧･復興を心よりお祈りするとともに、今回

の専門家チームの活動にご協力とご支援をいただいた関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

平成 29 年 10 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
  国際緊急援助隊事務局長 三角 幸子 
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第１章 背景・経緯 

１－１ 災害概況 

シンハラ・タミル正月中であった 2017 年 4 月 14 日（金）、14 時 30 分頃、スリランカ民主社会主

義共和国（以下、「スリランカ」と記す）コロンボ市北東部コロンナーワに位置するミートタムッラ

ごみ処分場において、ごみ山崩壊災害が発生し、死者 32 名、負傷者 11 名、被災者約 1,782 名という

人的被害に加え、住宅損壊多数という大きな経済的被害をもたらした（スリランカ政府情報：4 月 24

日（月）時点）。 

 
１－２ スリランカ政府の対応 

シリセーナ大統領（国防大臣、環境大臣兼任）命令により、何百人もの陸海軍、警察、警察特殊部

隊が救援活動に従事。14 日午後の崩落発生時には陸軍 14 師団所属部隊がミートタムッラごみ処分場

に駆けつけ、スリランカ空軍ヘリコプターが火災鎮火を支援。大統領はミートタムッラのごみ処分場

を停止するための対策を緊急的に検討した。 

ごみ山崩壊が発生した 4 月 14 日（金）に訪日中であったウィクラマシンハ首相は、スリランカ政

府はミートタムッラごみ処分場問題解決のための計画策定及び対策を講じるとともに、被災した人々

に対する救援を決定し、設置された特別調整委員会が補償支払、ごみ処分場からの住民移転の確約、

移転措置を迅速に進めていきたい旨の声明を発表した。 

また、デシルバ外務副大臣は、ミートタムッラごみ処分場への更なるごみ投棄は行わないこと、別

の 2 カ所が仮ごみ処分場として特定されたこと、犠牲者の葬儀費用の政府負担や大統領及び首相命

令により特別調整委員会が設置された旨発言した。同委員会には、ラトナヤケ治安・南部開発大臣、

プレマジャヤンタ科学・技術・研究大臣、ラナワカ・メガポリス・西部開発大臣、ファウジー国民統

合・和解担当国務大臣、グレロ高等教育担当国務大臣、デシルバ外務副大臣，マリカー国会議員、ラ

ーマン国会議員、陸軍司令官、警察庁長官、関係省庁職員が出席し、政府をあげ、二次被害の予防と

応急対応を実施した。 

 
１－３ わが国による緊急援助実施の経緯 

4 月 16 日（日）にスリランカ政府から日本政府に対しての緊急支援が要請された。これを受け、

日本政府は緊急援助物資の供与及び国際緊急援助隊（Japan Disaster Relief：JDR）専門家チーム（以

下、「JDR 専門家チーム」と記す）の派遣を決定し、4 月 18 日（火）より外務省、国土交通省、環境

省、JICA 等からなる 11 名の JDR 専門家チームの派遣を決定した。 

 
１－４ わが国の緊急援助支援 

（1）緊急援助物資供与 

スリランカ政府からの要請に基づき、以下の緊急援助物資の供与を決定。供与された物資はス

リランカ政府により被災者・救助関係者に配布され、応急対応時においてわが国からの緊急援助

物資が活用された。 
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＜第 1 弾＞ 
① テント：100 張 

② スリーピングパッド：500 枚 

③ ポリタンク：250 個 

④ 浄水器：10 台 

⑤ 発電機：10 台 

 
＜第 2 弾＞ 

① バルーン型投光器（発電機付き）：10 台 

② ヘッドライト：25 個 

③ ガス検知器：5 個 

④ GPS：5 個 

⑤ 簡易トイレセット：5 セット 

 
 
（2）JDR 専門家チームの派遣 

  スリランカ政府からの要請に基づき、日本政府は 4 月 20 日から 25 日までの期間にわたり、11

名から構成される JDR 専門家チームを派遣した。詳細は「２－２」のとおりである。 
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第２章 活動概要 

２－１ 任 務 

JDR 専門家チームの任務は以下のとおり。 

（1）ミートタムッラごみ処分場における、二次災害防止、ごみ処理場の現地調査を踏まえた安全対

策及び復旧に向けた技術的助言を行う。 

 

（2）周辺ごみ処分場におけるごみ処理状況調査を行う。 

 

（3）わが国の経験を踏まえた持続的廃棄物管理に向けた可能な協力の検討を行う。 

 
２－２ 日 程 

AM PM

04:30  Arrival in Colombo (First batch of the JDR team)
14:00 Meeting with Ministry of Disaster Management
(confirmed)

11:00 Meeting with the Embassy of Japan 16:00  First site visit at Meethotamulla

12:30  Internal meeting within JDR team 17:10 Arrival in Colombo ( Second batch of the JDR team)

20:00 Internal meeting

Team A

13:00 Joint meeting with Ministry of Local Government and
Provincial Councils, Ministry of Megapolis and Western
Province, Waste Management Authority, Ministry of Mahaweli
Development and Environment, Central Environment Authority

9:00 Second site visit at Meethotamulla Ministry of Provincial Council and Local Government, National
Solid Waste Management Support Center, SLLRDC and NPD

16:00 Meeting with CMC

Team B

9.30 World Bank Mission meeting chaired by Mr.
Paskaralingam

4/22/2017 Sat 10:00 Site visit at Karadiyana landfill site 13:00 Third site visit at Meethotamulla

4/23/2017 Sun Internal meeting Internal meeting

4/24/2017 Mon 10:00 Reporting session to President 15:00 Reporting session to Prime Minister

14:00 Meeting with the Embassy of Japan

15:00 Submission of the final report to related Ministries in Sri
Lanka

19:00 Departure from Colombo

Tue

4/20/2017 Thu

4/21/2017 Fri

4/25/2017 Internal meeting and reporting
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２－３ 国際緊急援助隊（JDR）専門家チーム構成 

職種 氏名 専門分野 所属 派遣期間

団長 沼畑 光毅 － 
外務省 南西アジア部南西アジア課 地域調

整官 
4/19-26 

副団長 亀井 温子 支援計画 
国際協力機構 南アジア部南アジア第三課 

課長 
4/19-26 

専門家 森川 嘉之 地盤工学 

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究

所 港湾空港技術研究所 地盤研究領域  

領域長 兼 土質研究グループ グループ長 

4/19-26 

専門家 大矢 陽介 地震地盤工学

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究

所 港湾空港技術研究所 地震防災研究領域 

耐震構造研究グループ 主任研究官 

4/19-26 

専門家 山脇 敦 

最終処分場の

廃棄物地盤工

学 

公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団  

適正処理不法投棄対策部長 

4/19-26 

専門家 川井 晴至

最終処分場の

廃棄物地盤工

学 

愛知道路コンセッション株式会社 道路運用

部 公務・CM グループ長 

4/19-26 

専門家  杉本 留三
都市工学及び

公衆衛生学  
環境省 地球環境局 国際連携課 課長補佐 

4/19-25 

専門家 工藤 俊祐
廃棄物適正処

理 

環境省 廃棄物リサイクル対策部産業廃棄物

課適正処理・不法投棄対策室 室長補佐 

4/19-26 

専門家 鴫谷 哲 支援計画 
国際協力機構 地球環境部 環境管理グルー

プ 次長 

4/20-25 

専門家  吉田 充夫 廃棄物管理 
一般社団法人国際環境協力ネットワーク  

代表理事 

4/20-25 

業務調整 平野 潤一 ロジ・調整 

国際協力機構 国際緊急援助隊事務局 緊急

援助第二課兼緊急援助第一課 課長補佐・主

任調査役 

4/19-26 

＊大沼洋子 JICA 専門家、佐藤尚文 JICA 専門家、現地コンサルタント Ms. Nayana Samaraweera は調

査への同行、報告書最終化作業のサポートを行った。 

 

２－４ 携行機材等 

JDR 専門家チームは、ごみ処分場における安全な現地調査のため、個人防御品（ヘルメット、マス

ク、皮手袋、ビニール手袋）に加え、ガス検知器を携行し、現地調査先におけるリスクアセスメント

を実施し、安全管理のもと調査を実施した。 
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第３章 活動結果 

３－１ 団長総括 

4 月 14 日（金）、スリランカの首都コロンボ市北東部コロンナーワに所在するミートタムッラごみ

処分場で堆積物が崩落し、同処分場周辺に居住する住民に多数の死傷者（死者 32 名，負傷者 11 名）

と家屋損壊（全壊 60 戸）等が発生し、1,782 名が被災する事故が起こった。 

日本政府はスリランカ政府の要請を受け、同 17 日（月）に緊急援助物資の供与を決定（同 18 日（火）

にも追加的に援助物資供与を決定）するとともに、さらに同 18 日に JDR 専門家チームの派遣を決定

した。この決定を受け、外務省、環境省、海上・港湾・航空技術研究所、JICA より 11 名が参加する

JDR 専門家チームが組織されるとともに、筆者自身は同隊の団長として 19 日（水）本邦を出発して

20 日（木）にスリランカに到着した。なお、本 JDR 専門家チームに対しては、短期的対応として崩

落現場の調査を通じた更なる堆積物崩落の危険性防止のための対策についてスリランカ政府に助言

するとともに、中長期的対応として廃棄物・ごみ処理問題対策への計画策定に向けた助言を行うこと

が期待された。 

以下、JDR 専門家チーム活動の概況、現場の状況に対する所見、及び団長としての所感を述べる

が、筆者は以下にも述べるとおり、近年 5 ％近い経済成長下にある同国において、ごみ廃棄物処理

の問題は喫緊の課題となってきているなかで、今次崩落事故の発生は同問題に対するスリランカ国民

の関心を集める契機となったように思われた。現場の視察等 JDR専門家チームの諸活動に際しては、

現地メディアが多数集まり、活動の状況を取材しテレビや新聞等で報じており、また JDR 専門家チ

ームによるスリランカ政府に対する活動報告に際して、シリセーナ大統領、ウィクラマシンハ首相と

の面談がアレンジされたことは、スリランカ政府の本件問題に対する真剣な取り組み姿勢を示したも

のとして受け止められた。 

なお、JDR 専門家チームの受入れ及び活動に際して、事故後のさまざまな対応があるなかで、スリ

ランカ政府が省庁の壁を越えて全面的な支援・協力を提供してくれたことは大変ありがたく、心より

感謝の意を表したい。 

 
（1）活動の状況 

  JDR 専門家チームは、4 月 20 日（木）早朝にコロンボに到着し、その後同 20 日～22 日（土）

の間、関係省庁（災害管理省との会議、地方自治省における同省、マハウェリ開発・環境省、メ

ガポリス・西部開発省との合同会議、コロンボ市との会議）との意見交換を行うとともに（なか

でも災害管理省との意見交換では先方ヤーパ災害管理大臣が会議を主宰）、二度にわたるミート

タムッラごみ処分場での現場視察、及び他のごみ処分場 1 カ所の視察を実施した。そのうえで、

24 日（月）にはシリセーナ大統領、ウィクラマシンハ首相へ JDR 専門家チームの活動報告を行い、

25 日（火）にスリランカ政府（災害管理省、地方自治省、メガポリス・西部開発省）に対して報

告書を提出し帰国した。 

他方、日程のなかで、当初予定されていた別のごみ処分場 1 カ所、また、スリランカ政府によ

る暫定的なごみ処理埋立候補地の視察は、地元住民感情を踏まえたスリランカ政府からの示唆を

受け、視察を中止することとなった。こうした事態に至ったのも、上述したごみ問題が現下の国

民的関心事項になっており、処分場におけるごみ堆積に対し住民感情が敏感になっていることを

示唆するものと思われた。 
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（2）崩落事故へのスリランカ政府の対応，及び現場の状況に対する所見 

ミートタムッラごみ処分場は、コロンボ市近郊（北東）に所在し、90 年代の一時期、及び 2009

年より再び処分場として主としてコロンボ市が排出するごみ廃棄物を受け入れてきた。持ち込ま

れるごみ・廃棄物は、分別・中間処理がなされないまま直接持ち込まれており、最大高さ約 48 m

弱の堆積物の山を築いていた。スリランカ政府の説明では、コロンボ市の人口増に伴いごみ排出

量も増加し、現在１日当たり 800 t のごみが排出されており、飽和状態となっていた。その一方で、

周辺住民よりは、環境悪化等を理由に反対運動も継続しているとされる。 

また、スリランカ政府の説明では、ミートタムッラごみ処分場の土地は、1980 年代までは田ん

ぼとして利用されており、もともと地盤が軟弱だったところへ大量のごみ廃棄物が積み上げられ

た状態となっていたところに、数日前からの降雨により堆積物の重量が増大し、地盤崩壊につな

がったとしており、JDR 専門家チームもこの見方を共有した。 

筆者は、スリランカ政府関係当局との意見交換や現場視察を通じて、本件崩落事故へのスリラ

ンカ政府の初期対応はおおむね適切に行われており、崩落現場は軍によりコントロールされてい

るとの印象を受けた。また、スリランカ政府関係省庁との意見交換において同政府より JDR 専門

家チームに対し、雨期を控えた二次崩落の防止とミートタムッラ崩落現場の安定化のための短期

的諸対応（ミートタムッラ処分場地域の危険度アセスメント、危険地域へのシート覆いによる遮

水措置、水抜き措置、火災防止措置等）とともに、ごみ減量を含むごみ問題への中長期的な行動

計画策定に取り組む旨の説明があった。 

JDR 専門家チームは、このようなスリランカ政府側の対応及び現場視察を通じて、現状ではミ

ートタムッラ処分場において直ちに二次崩落やガス爆発・火災の危険性はないものの、火気への

注意や特に雨期を迎えての注意深いモニタリングと対応の継続が必要な状況と認識。スリランカ

政府への報告書にも、JDR 専門家チームとしての短期・中期的取り組みに対する助言として指摘

した。これに対してスリランカ政府側も改めて、報告書における示唆を踏まえつつ、モニタリン

グの継続、雨期を念頭に置いた排水対策を含め、今後 6 カ月程度をかけてごみ堆積物の安定性を

図っていくとの意思を表明するとともに、中長期的取り組みとして 3R（Reduce, Reuse, Recycle：

削減、再利用、リサイクル）の導入を進めていく意向を示した。 

 

（3）所 感 

上述のとおり、今般のミートタムッラごみ処分場における堆積物崩落事故は、ごみ処理問題に

対するスリランカ国民の関心を惹起する契機となったと思われた。JDR 専門家チームの活動日程

において、一部処分場視察が中止に至ったことは、ごみ処分場付近の住民が処分場の安全性に敏

感になっていることの現れと思われた。加えて、JDR 専門家チームの事故現場視察等には多くの

報道陣が取り巻き、JDR 専門家チームの視察状況を記録するなど、熱心に活動をフォローすると

ともに、視察のたびごとに JDR 専門家チームに対し視察結果について取材を求め、安全性や二次

崩落の危険性等につき質問していたのは印象的であった。スリランカ政府側も、こうした国民の

関心を踏まえ、可能な限り丁寧な対応を心がけている状況と思われ、JDR 専門家チームの活動を

可能な限りオープンにするとともに、大統領、首相への活動報告の機会が設けられることとなっ

た。 

スリランカにおいてごみ処理問題が喫緊の課題となる状況のもと、ミートタムッラごみ処分場

における堆積物崩落事故に際して、JDR 専門家チーム派遣を含む日本の迅速な支援決定と実施
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は、効果が高かった。JDR 専門家チームの派遣時期と前後して、世界銀行が廃棄物管理ミッショ

ンを派遣（18 日～21 日）したが、それ以外に、具体的な行動を示したドナーはみられないなか、

日本政府による迅速な緊急援助物資の供与や JDR 専門家チーム派遣の実施は際立っており、スリ

ランカ政府・国民に強く印象づけた。 

スリランカにおける今回のごみ崩落事故及びごみ処理問題への今後の短期的、中長期的協力の

可能性については、スリランカ政府に提出した報告書において、ノン・コミッタルベースで、①

日本の知見に基づいた崩落現場の安定性確保や安全・環境汚染対策に対する技術的アドバイス、

②日本の経験を活用した 3R 促進や中間処理施設への技術協力・マスタープラン作成への協力、

③既存処理施設の運営管理に対する技術協力、④廃棄物管理計画改善のための技術協力に言及し

ている。ちなみに、ごみ処理問題全般に対する中長期的対応は、今後、スリランカの経済発展の

過程のなかで避けては通れない課題である。かかる観点から本援助隊 JDR 専門家チームは、大統

領、首相への報告において、日本の過去の経験（不法投棄現場の改善、1960 年代の東京における

ごみ問題、90 年代以降の日本のごみ減量化の推移）を紹介した。スリランカ政府も、早速 3R の

導入を進めていく意向を示すなど、ごみ処理問題を喫緊の課題と位置づけ取り組んでいく方針と

思われる。 

最後になるが、連日 30 度を超える暑さのなかで崩落現場の視察をはじめとする活動日程を精

力的にこなしつつ、限られた時間のなかで大統領、首相への活動報告用資料やスリランカ政府へ

の提出用報告書作成に当たった団員各位の真摯で献身的取り組みに深謝したい。彼らの尽力があ

ってこそ、本 JDR 専門家チームは任務を全うし得たものであることを感謝するとともに、特に申

し添える次第である。 

 

３－２ スリランカ政府による応急対応 

スリランカ政府は災害発生直後の救援活動から、被災現場のアセスメント、二次災害予防及び安定

化のための対策の立案まで、一貫して迅速かつ適切な対応を取っており、その取り組みは高く評価で

きる。スリランカの廃棄物行政は関係機関が多く、その役割分担は複雑であるが、災害管理省の強い

リーダーシップにより、廃棄物分野における防災の主流化を念頭に置いた協働体制が敷かれ、オペレ

ーションが実施された。今回災害発生後の対応過程においては、次の省庁間における調整が図られた。 

・災害管理省：災害発生時の緊急対応を所管 

・州議会・地方議会省：自治体の政策・計画を担い、全国廃棄物管理センターを所管 

・メガポリス・西部開発省：コロンボ市を含む西部州の都市計画を担い、崩壊した廃棄物処分場の土

地を所有する Urban Development Authority（UDA：都市開発局）を所管 

・マハウェリ開発・環境省：環境問題を所管 

 

以下に、専門家チームが確認したスリランカ政府による具体的な対応状況を述べる。 

（1）救援活動 

シリセーナ大統領による命令に基づき、陸海軍、警察、警察特殊部隊による 24 時間体制による

救援活動を開始。専門家チームの現地踏査までにはその救急活動をおおむね終了し、二次災害予

防及び安定化に向けた取り組みに移行した。 
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（2）住民の避難計画 

以下、3 フェーズで危険箇所の特定及び避難計画を実施しており、JDR 専門家チームによる現

地踏査時には近隣住民の避難は完了していた。 

フェーズⅠ：ドローン使用による調査・マッピング 

フェーズⅡ：領域の印（マーク）を立てる 

フェーズⅢ：写真情報・家屋数収集、情報収集・評価、情報基盤の構築 

 

（3）崩落のアセスメント 

災害管理省下にある、National Building Research Organization（NBRO）が中心となり、ドローン

等を活用した崩落現場の把握、データ取集、過去の地質調査結果の確認などに取り組んだ。これ

らの成果は、上記（2）に述べた住民の避難計画及び崩落原因の分析に活用された。 

 

（4）二次災害防止及び安定化のための対策 

短期的対策として、以下を計画・開始し1、また中長期についても検討を開始した。 

・ごみ山に含まれる水分の排出（4 月 18 日開始） 

・崩壊地周辺にプール状にたまった水の排出（4 月 18 日開始） 

・ごみ山からの浸出水の排出（4 月 19 日開始） 

・危険地帯監視のための機器設置（検討中） 

・ごみ山の移動（変動）の監視（検討中） 

・崩壊堆積物の除去と末端部の安定化（4 月 18 日開始） 

・全体のデータ観測及びモニタリング（4 月 18 日開始） 

・周辺住民のための早期警報システムの構築（4 月 18 日開始） 

 
３－３ ミートタムッラ処分場崩壊状況の確認と原因にかかる所見 

３－３－１ ミートタムッラ処分場概要 

ミートタムッラ処分場は、コロンボ市庁舎から北東へ直線距離で約 4 km、最寄りのデマタゴタ

（Dematagoda）駅からは西へ約 1 km のコロンボ市街地内に位置する。コロンボ市の現場管理によ

り（土地所有は UDA）、コロンボ市内で発生する都市ごみ等を日量 800 t 受け入れていた、面積約

8 万 m2の処分場である。埋立前は図３－１のとおりの湿地帯で、1990 年代に地盤対策を施さない

まま湿地帯への廃棄物埋立が始まった。今回の大規模斜面崩壊の約 8 カ月前の様子は図３－２のと

おりで、2017 年 4 月 14 日の崩壊前は最大高さ約 48 m（平均高さは 40 m 弱）まで廃棄物が積み上

げられていた。 

                                                        
1 4 月 20 日のスリランカ政府関係者によるプレゼンテーション資料に基づく。 
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 図３－１ 埋立前（1990 年以前、湿地帯） 図３－２ 崩壊前（2016 年 8 月） 

by National Building Research Organization by Hiru news 

 
３－３－２ 崩壊の経緯 

ミートタムッラ処分場では以前から斜面崩壊の危惧がもたれていたものの、コロンボ市の都市

ごみの搬出先がほかにないなかで、日量 800 t の廃棄物が継続的に搬入されていた。2012 年には

廃棄物層法尻部の排水路の清掃工事の際に廃棄物層の小規模な崩れが生じたが、その後も廃棄物

の搬入は継続されていた。 

そうしたなかで、大規模斜面崩壊の 2 週間前に周辺住宅にクラックが入り、村長による避難指

示が出されるに至った。さらに、崩壊前の 3 日間に計約 100 mm の降雨があり、2017 年 4 月 14

日、午後 2 時 30 分頃、高さ約 48 m の廃棄物層頂部から南西側斜面が階段状に陥没するように崩

壊した（図３－３）。  

 

 
図３－３ 大規模斜面崩壊後（2017 年 4 月 14 日） 

Photo by Sri Lanka Air Force 

 
斜面崩壊により崩落廃棄物が周辺住宅を襲う（図３－４、図３－５）とともに、周辺住宅地で

は地盤のスライドと隆起（3 m 程度）が生じ、それによる住宅倒壊等の被害が生じた（図３－４

中央部、図３－６）。また、廃棄物層周縁の排水路が長さ 200 m にわたって崩落廃棄物に埋没した。 

なお、廃棄物層のピーク高さが崩壊時よりも 3 m 低い 45 m 程度であった 2016 年 5 月には、24

時間に 275 mm の降雨があったが斜面崩壊は生じていない。このため、その後の廃棄物の積み上

げ（330 日×800t＝約 26 万 t）により地盤に作用する荷重がほぼ限界に達したものと考えられる。 
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図３－４ 周辺住宅地の被災状況 

（中央部は地盤のスライドや隆起による被災とみられる） 

Photo by Sri Lanka Air Force 

 

 
 

 

 

 

３－３－３ 崩壊の原因 

廃棄物層の下の地盤は、軟弱な有機質シルトまたはピート層で、特に斜面崩壊が生じた南西側

には非常に軟弱な層が厚く堆積していることが報告されている（図３－６、Colombo Municipal 

Council: Detailed soil investigation for the solid waste disposal site at Meethotamulla, Final Report, 2013）。

JDR 専門家チームによる現地踏査においても、崩壊斜面法先で廃棄物層の下部に存在する軟弱地

盤が確認できた（図３－７）。 

崩壊後の状況をみると、ヒービング2（図３－８）がみられたほか、残存廃棄物層の頂部から南

西側約 40 m の範囲が 20～30 m 階段状に陥没していた（図３－11）。これらのことから、NBRO

                                                        
2 軟弱な粘土地盤を掘削する場合、掘削背面の土塊重量が掘削面下の地盤支持力より大きくなると、地盤内にすべり面が発生し、

このために掘削底面に盛り上がりが生ずる現象。 

 図３－５ 崩落廃棄物による住宅被害 図３－６ 地盤のスライド、隆起に 
 By Sunday Times よる被害 

   （2017 年 4 月 20 日） 
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の説明（図３－９、図３－10）のとおり、廃棄物の積上げや降雨の浸透により廃棄物層の重量が

増大し、廃棄物層直下の軟弱層ですべり破壊が生じたことが今回の斜面崩壊の主因と考えられる。 

 

 

図３－６ 廃棄物層直下に存在する軟弱層 

by Colombo Municipal Council: Detailed soil investigation for the solid waste disposal site at Meethotamulla, 
Final Report, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３－７ 水が浮いている軟弱地盤 図３－８ 崩壊斜面法先でみられたヒービング 

 （2017 年 4 月 21 日） （2017 年 4 月 20 日） 
 

 
図３－９ 崩壊後の廃棄物層の形状（左：空中写真、右：断面図） 

by Colombo Municipal Council: Detailed soil investigation for the solid waste disposal site at Meethotamulla, 
Final Report, 2013 
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 図３－10 斜面崩壊の模式図 図３－11 階段状の斜面崩壊 

 by National Building Research Organization （2017 年 4 月 21 日） 
 
３－４ 技術的提言 

スリランカ政府への提言は短・中・長期というタイムスパン、構造物・非構造物とい

うハード・ソフト対策という視点で取りまとめられた。具体的な提言項目を以下に記載

する。 

 
 短期的対策 中・長期的対策 

構造物対策 （1）残存廃棄物の崩壊リスク 
（2）拙速な斜面整形の危険性 
（3）ごみ処理場における火災予防 
（4）軍による緊急対策（法面対策、ト

レンチ構築） 

（1）廃棄物地盤の土質定数等の実測

と安定した断面形状の設計 
（2）覆土の設置 
（3）法面保護の実施 
（4）安定化のための排水対策 
（5）浸出水と地下水の管理 

非構造物対策 （1）2 次災害予測のためのモニタリン

グ及び警報システムの導入 
・傾斜計・加速度計 
・早期警報システム（作業員・周辺

住民の避難と警報解除） 
・クラックの追跡調査 
・人間による簡易な計測の実施 
・ドローンによる定点観測 

中長期対策の実施時期はモニタリ

ング結果に基づく 

（1）モニタリングの継続 
・クラック 
・ガス 
・変位（傾斜計） 
・降雨 
・地下水位 

（2）廃棄物管理計画 

 

３－５ 短期的対策 

 構造物対策  
（1）残存廃棄物の崩壊リスク 

今回の斜面崩壊の主因は、前述のとおり、斜面の下の軟弱地盤でのヒービングによると考えら

れるが、崩壊後も軟弱層上の廃棄物重量は崩落前とあまり変わらないことから、現在も廃棄物層

による荷重と軟弱層の抵抗力が平衡に近い状態にあると考えられ、今後も降雨による荷重増によ

って再度の崩壊のリスクがある。軟弱層上の廃棄物層が繰り返し崩壊した事例（北アメリカ、

1989：不法投棄現場の堆積廃棄物の斜面安定性評価 pp.143-144）があることからも慎重な対応が
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必要である。 

加えて、締固めを十分に行わずに積み上げられた廃棄物層（図３－12）は、崩壊後、不安定な

形状で残存しており（図３－13）、廃棄物層内での崩れの発生も考えらえる。これらのリスクの存

在は、廃棄物層の頂上付近に現在も大規模なクラックがある（図３－14）ことからも判断できる。 

 

   

 図３－12 締固めが十分でない頂上付近 図３－13 不安定な形状の残存廃棄物層 

 （2017 年 4 月 21 日）  （2017 年 4 月 21 日） 

 

 

図３－14 残存するクラック 

by drone 
（,2017 年 4 月 21 日） 

 

（2）拙速な斜面整形の危険性 

現地では、現在も崩壊しようとする力と耐えようとする力がおおむね平衡状態にあると考えら

れるため、早急に斜面整形を行うことは、斜面の平衡を失い斜面崩壊につながる可能性がある。

また、2012 年の廃棄物層の法尻部での排水路清掃工事の際に廃棄物層の小規模な崩れが生じてい

ることからも、拙速な斜面整形にはリスクがあるといえる。 

このため斜面整形は、モニタリングにより降水量と斜面の変位やクラックの状況等の関係を継

続的に調べて、現場が安定状態にあると総合的に判断できるときまで待つべきである。 
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（3）崩壊地火災対策 

JDR 専門家チームは、4 月 21 日と 22 日に、崩壊現場において予察的な埋立地ガス調査を実施

した。調査には、MSA Altair 5X マルチガスセンサーを用いた。調査の結果、現場全域において酸

素濃度に大きな変化はなく通常の値を示し、可燃性ガス（COMB；LEL％）、一酸化炭素（CO；

ppm）、硫化水素（H2S；ppm）などの有害なガスは極微量検出されたのみであった。ただし、崩

壊法面基底部付近の 2 カ所（当時、整地工事がなされていた）においてのみ高い濃度の可燃性ガ

スが検出され、16 及び 26（LEL％）を示した。この可燃性ガスは廃棄物層中において微生物の作

用によって形成されたガスであると考えられ、今回の突然の崩壊によってトラップされていたガ

スが崩壊面から漏出したものと推定することができる。 

事実、高濃度検出地点付近には、図３－15に示すような、活発なガス発泡を呈する浸出水たま

りが複数認められ、こうしたガス発泡が可燃性ガスを放出しているものと考えられる。 

 

 
図３－15 崩壊法面底部付近の浸出水たまりに認められたガス発泡状況 

*画面中央の水面には多数の泡を観察することができる。 

（写真画面の横幅は約 30cm） 

 

この結果に基づき JDR 専門家チームは、現地で作業をしている関係者に対し、現場サイトにお

いてはタバコなどの喫煙を含む火気を厳禁とすること、かつ、重機や車両等を現場に長時間駐車

するなど禁止し、ガスを運転席やエンジンルームなどの閉鎖空間に滞留する事態を避けること、

埋立地火災のリスクが高まることを避けるよう、強く提言した。なお、今回の調査結果はあくま

でも予察的なものであり、継続的なガスモニタリングが必要と考えられ、この実行を提言した。

そして、もし高いガス濃度が継続して観測される場合、ベンチレーター（ガス抜き管）の設置、

浸出水排水講の設置を検討するよう提言した。 

このようなガスによる埋立地火災の発生は、2017 年 3 月にエチオピア・アジスアベバ市の埋立

地崩壊現場はじめ各地で報告されている。いったん火災が発生すると消火のための水の注入が必

要となり、その結果力学的不安定性が生まれ再崩壊のリスクが高まるほか、ダイオキシンなどの

有毒物質の発生等さまざまな二次災害を引き起こす可能性がある。崩壊地の火災予防は鉄則であ

り、生分解性有機廃棄物（“生ごみ”）という素材の特殊性に起因する問題である。 
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（4）軍による緊急対策（法面対策、トレンチ構築） 

斜面が安定する最大の勾配である安息角は、崩れた廃棄物の勾配から 30～40 度とみられる（図

３－16）。これに対し、軍が行った斜面下部の 3 段の斜面整形の勾配を計測したところ、25～35

度で安息角以下となっており、整形斜面内での崩れは生じにくいと判断できる（図３－17）。 

また、斜面崩壊を防止するためには、廃棄物層の重量を抑制するための迅速な雨水排水が極め

て重要であり、緊急対策として構築したトレンチは有効である。以上から、軍のこれまでの緊急

対応は効果的であると判断される。 

 

 
 図３－16 崩壊後の廃棄物(勾配 30～40°) 図３－17 軍による斜面整形(勾配 25～35°) 

 （2017 年 4 月 21 日） （2017 年 4 月 20 日） 

 

 

図３－18 軍が構築した斜面下のトレンチ 

（2017 年 4 月 20 日） 

 

 非構造物対策  
（1）二次崩落の危険性予測のための現地モニタリングと警報システムの導入 

上述したとおり、廃棄物層及び部地盤は崩落直後の不安定な状態にあり、廃棄物層残留部の早

急な斜面整形などは再崩落を誘発する危険性がある。したがって、斜面整形など残留部の物理的

な安定化は、廃棄物層の挙動の収束を確認したあとに行うべきである。一方、雨期の到来が近づ

いている。ドローンの観測によると、残留部背後にはクラックが生じている可能性が高い（図３

－14）。このクラックは、雨水の残留部への浸透を促すみず道となり、すべり面に発達する可能性
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がある。このように降雨による残留部の崩落の危険性が考えられる。この危険性を踏まえ、早期

に周辺住民への避難勧告を行うために、累積雨量及び降雨強度に基づいた早期警報システムの雨

期到来前の導入を推奨する。なお、警報を発令する累積雨量及び降雨強度の基準値は、再崩落が

想定されるものよりも小さな値とし、周辺住民及び作業者が避難に要する時間を十分確保できる

ようにすべきである。 

また、崩落直後の廃棄物層及び下部地盤は力学的に不安定な状態にあるため、当面の間、変位

または変形などの挙動を示すと考えられる。このため、降雨状況に加え、廃棄物層の挙動を直接

監視することでその再崩落を早期に検知、周辺の住民及び作業者に警報を発するシステムの導入

を推奨する。具体的なモニタリング項目は以下のとおりである。 

・廃棄物層内部の変形状況：傾斜計 

・クラックの変化（開口幅、段差、ずれなど）：目視及びドローン 

・廃棄物層形状の変化：ドローン 

・水路や周辺居住区の地盤変形：測量 

 
３－６ 中・長期的対策 

JDR 専門家チームはごみ山安定化のあと、モニタリングの結果を踏まえて実行されるべき中長期的

対策に関して以下のとおり提言を取りまとめた。 

 
 構造物対策  
（1）廃棄物地盤の土質定数等の実測と安定した断面形状の設計 

スリランカ NBRO による斜面安定解析では、軟弱地盤の強度定数には英国基準に基づいた試験

値を与えているが、廃棄物層については文献値により推定した強度定数を与えている。廃棄物層

の実際の強度定数を知ることができれば、より正確な安定解析につながるだけでなく、安定な整

形断面の設計にもつながる（図３－19）。このため、廃棄物層の強度定数を調べるための現場試験

（図３－20に例示）を行うことを推奨する。 

 

 
図３－19 スリランカ NBRO による対策案 

（計算すべり面の多くが廃棄物層を通るため廃棄物層の強度定数を知ることは、より実態的な解析と

適切な断面設計につながる） 

(安全率) 

押え盛土 
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図３－20 廃棄物層の現場試験法（左から一面せん断試験、衝撃加速度試験、安息角試験） 

 

日本での産業廃棄物の不適正処分（過剰受入れ）事案への対策例を図３－21 に示す。わが国の

産業廃棄物の不適正処分事案の処理責任は投棄行為者が基本的に負うが、行為者が資力不足等の場

合が多く、行政により対応がなされることがある。この場合、不適正処分による周辺環境への支障

を除去するための対策がとられ、図３－21に示すように、安定勾配の確保、覆土、排水側溝整備、

表面緑化、ガス抜きの対策がなされることが一般的である。 

 

 

図３－21 中部地方の産業廃棄物不適正処分事案への対策例 

 

（2）覆土の設置 

安定した断面形状の設計に基づいて廃棄物層が整形されたあとに、廃棄物が露出しないよう廃

棄物層全体に約 1m の覆土を行うことを推奨する。覆土により、衛生面の向上（蚊やハエなどの

発生の防止、悪臭対策）、雨水浸透抑制による廃棄物地盤の力学的安定性の向上に加え、メタンガ

スの発生抑制により地球温暖化への影響を軽減することが可能である。 

 

（3）法面保護の実施 

廃棄物層への雨水浸透や降雨による法面浸食を防ぐため、覆土後に植栽による法面防護の実施

及び鉄筋コンクリート製（または割栗石）の側溝等による雨水収集システムの設置を推奨する。 

なお、覆土や法面保護は、日本における廃棄物処理事案においてもなされる対策である（図３

－21右）。 
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（4）安定化のための排水対策 

廃棄物層の内部水位の上昇を防ぐために、処分場全体としての排水施設の設置を推奨する。雨

水等の場外排出を確実に行うための鉄筋コンクリート製の恒久的なトレンチの設置や、水平ボー

リングによる廃棄物層内の内部水位の直接排水が望まれる。 

 

（5）浸出水と地下水管理 

当該最終処分場では、これまで長年にわたって浸出水が発生している。この浸出水が原因によ

る住民の健康被害や周辺環境への悪影響を低減するために、浸出水を適正に処理する必要がある。

最も簡単な処理方法として、一般的には酸化池にエアレーターを設置する長時間曝気方法などが

採用されている。この処理方法の利点は以下のとおりである。 

1）現地の状況に適応した浸出水処理施設を設計できる。 

2）少量から多量まで幅広い流量の浸出水に対して簡単に対応することができる。 

当該最終処分場の直下の地下水が周辺地域の既存井戸の水質に悪影響を与えている場合は、住

民への健康被害が確認されなくなるまで、汚染された地下水を「浸透性反応壁」などで処理また

は浄化する必要がある。 

 
 非構造物対策  
（1）モニタリングの継続 

崩壊が発生した廃棄物層及び軟弱地盤の地盤耐力は低下しており、軽微な応力変化であっても

容易に変形等が発生する不安定な状態と考えられる。このため、短期的な対策が完了したあとも

継続的なモニタリングが必要である。豪雨のあとや、処分場の閉鎖に向けた各工事段階（廃棄物

層の掘削や盛土を含む）におけるモニタリングの実施を推奨する。 

以下に代表的なモニタリング項目を示す。 

・クラックの発生・進行 

・可燃性ガスの発生量（メタンガス含む） 

・地盤の変位（傾斜計データ含む） 

・降雨量 

・廃棄物層の内部水位 

・周辺部の水質調査 

また、ドローンや傾斜計等の機器を用いたモニタリングに加え、目視による測量杭等の定点測

量も簡易かつ有用であるため、管理者による巡回時に実施されることが望まれる。 

 

（2）廃棄物管理計画 

JDR 専門家チームはスリランカ政府が緊急及び中長期的なものを含む西部州の廃棄物管理計画

を策定している状況であることを確認した。同時に、この困難な課題に対するスリランカ関係者

の強い意志を確認した。 

JDR 専門家チームは有機ごみの分別がカラディヤナ処分場で行われており、この取り組みが同

処分場における最終処分量の削減に一定の貢献をしていることを確認した。 

将来の西部州の廃棄物管理において、社会・環境配慮が十分考慮されるべきである。特に、最

終処分場と周辺地域において懸念される、地下水、アクセス道路や運搬計画などの環境影響は慎
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重に検討が行われるべきである。 

また、3R 及び中間処理が適切に行われれば、コロンボ市及び周辺自治体のごみの削減に有効な

手段となる。特に、下記のポイントは 3R 及び中長期の持続的な廃棄物管理に非常に重要なポイ

ントである。 

・西部州における廃棄物処理のマスタープランをステークホルダー全体でレビューすることが必

要であり、またマスタープランのなかで、それらのステークホルダーの果たすべき役割が明確

にするべきである。 

・民間と連携し、特定の物品についてリサイクルを進めることは、廃棄物の発生量を抑えるため

に非常に効果的な方法である。そのためには、リサイクル対象品目や有機ゴミなど特定のもの

を含む 3R 推進に向けた法制度を導入することも効果的である。 

・コロンボ市の廃棄物処理の現状を踏まえると、焼却処理を含めた中間処理は、廃棄物の最終処

分量を削減するために非常に効果的である。ただし、建設にかかるコストについては、慎重に

試算を行うべきである。また、こうした施設を建設する際には、排出ガスの基準など、環境影

響に関する基準値の設定やガイドラインの策定などについて十分な検討を行うことが重要であ

り、こうした環境配慮のための取り組みを行うことが、施設を建設する際の周辺住民の理解と

協力を得るために効果的である。 

・適正な廃棄物管理を行うためには、費用と住民の理解が不可欠である。また、不適正な廃棄物

管理によって環境への悪影響等が生じ得ることについて、住民に対して十分な説明を行い、住

民の協力を得ることで廃棄物の発生を抑制することが重要である。 

 

 

図３－22 日本のごみ量削減に向けた関連法規性とごみ削減量 

 

廃棄物処理における Public Private Partnership（PPP）は技術面及び財務面で容易でないオプショ

ンである。スリランカ政府は、明確な条件をもつ PPP の提案内容について慎重に準備して構築す

ることが必要である。条件設定においては、採算面等で実施可能（フィージブル）で民間投資家

や廃棄物管理の関係者にとって受け入れられるもので、かつ、環境保全面と施設の安定した運用
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を確保することが必要となる。そのため、PPP における新しいガイドラインの導入が、スムース

な準備と実行に有用である。 
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第４章 将来支援の可能性 

JICA はこれまでスリランカにおいて、廃棄物管理の支援事業を継続的に実施している。それらの

なかには、処分場の改善、ごみリサイクルやコンポスト、住民の意識向上などが含まれる。「全国廃

棄物管理支援センター能力向上プロジェクト（2007-11）」、SATREPS（地球規模課題対応国際科学技

術協力）による「スリランカ廃棄物処分場における地域特性を活かした汚染防止と修復技術の構築

（2011-16）」などが実例である。現時点で、廃棄物にかかる汚染コントロール及び環境負荷軽減に関

する日本人専門家がスリランカ政府に派遣され、業務を実施している。 

以下はこれらの過去からの支援に基づき、今後日本の ODA による支援が検討可能な分野である。

なお、下記については、スリランカ政府への支援を約束するものではない（non-committable basis）。 

・日本の知識及び経験に基づくミートタムッラ処分場の安定化への技術的助言。これは、スリランカ

政府が実施中の施策を補完するものであり、サイトにおける安全対策や汚染防止・軽減策を含む。 

・日本の知見を活用した 3R 促進及び中間処理にかかる技術支援やマスタープランへの支援。これら

は、わが国地方自治体の経験を活用する。 

・増加するごみの量に対応していくための既存処理施設の運営・管理改善にかかる技術支援 

・廃棄物管理計画の策定にかかる技術支援 

 
日本側は、スリランカ政府との緊密な対話を通じて、廃棄物管理分野における将来の支援について

検討をする意図がある。日本政府と JICA は、このレポートにある調査結果や提言に沿って、スリラ

ンカ政府と協議を進める用意がある。 
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